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１  趣 旨  

  こ の 規 約 は ， 柏 市 立 図 書 館 （ 以 下 「 図 書 館 」 と い う 。） が  

 利 用 者 用 に 設 置 す る イ ン タ ー ネ ッ ト パ ソ コ ン （ 以 下 「 パ ソ  

 コ ン 」 と い う 。） の 利 用 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

２  目 的  

  端 末 は ， 出 版 ・ 流 通 情 報 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に あ る 各  

 種 デ ー タ ベ ー ス の う ち 調 査 研 究 に 資 す る 情 報 に ア ク セ ス で  

 き る 環 境 を 利 用 者 に 提 供 す る こ と に よ り ， 学 習 支 援 を す る  

 こ と を 目 的 と す る 。  

３  利 用 の 範 囲  

  利 用 の 範 囲 は 次 の と お り と す る 。  

 ( 1 )  柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ の 閲 覧 （ 柏 市 が 開 設 す る 全 て の サ イ  

 ト を 含 む 。）  

 ( 2 )  図 書 館 の 蔵 書 検 索  

 ( 3 )  図 書 館 が 選 定 し た 情 報 サ イ ト の 閲 覧  

 ( 4 )  そ の 他 調 査 研 究 の た め に 必 要 な ホ ー ム ペ ー ジ の 閲 覧  

 ( 5 )  郷 土 資 料 と し て 所 蔵 さ れ て い る 視 聴 覚 資 料 の 視 聴  

４  利 用 者  

  利 用 者 は ， 図 書 館 の 利 用 カ ー ド の 交 付 を 受 け た 小 学 生 以   

 上 の 者 と す る 。  

５  利 用 時 間  

  パ ソ コ ン の 利 用 時 間 は ， 図 書 館 の 開 館 時 間 内 に お い て 利   

 用 者 一 人 に つ き １ 回 当 た り ３ ０ 分 以 内 と す る 。 た だ し ， 次   

 の 利 用 者 が 待 機 し て い な い 場 合 は ， 利 用 時 間 を ３ ０ 分 を 限  

 度 と し て 延 長 す る こ と が で き る 。  

６  利 用 手 続  



  パ ソ コ ン を 利 用 し よ う と す る 者 は ， 利 用 し よ う と す る 日  

に ， 受 付 カ ウ ン タ ー に 利 用 カ ー ド を 提 示 し て 申 し 出 な け れ

ば な ら な い 。  

７  職 員 の 補 助  

  図 書 館 の 職 員 は ， 必 要 に 応 じ て ， パ ソ コ ン の 利 用 者 に 対  

し ， 操 作 方 法 の 説 明 そ の 他 必 要 な 補 助 を す る も の と す る 。  

た だ し ， 当 該 利 用 者 の 依 頼 を 受 け ， 情 報 を 検 索 す る こ と は

し な い 。  

８  利 用 料  

  パ ソ コ ン の 利 用 に 係 る 費 用 は ， 無 料 と す る 。  

９  利 用 制 限  

  利 用 者 は ， パ ソ コ ン の 利 用 に 際 し て 次 に 掲 げ る 行 為 を し  

 て は な ら な い 。  

 ( 1 )  Ｅ － Ｍ Ａ Ｉ Ｌ の 送 受 信 ， 掲 示 板 等 へ の 書 き 込 み ， シ ョ  

  ッ ピ ン グ ， ゲ ー ム な ど ， 閲 覧 以 外 の 行 為  

 ( 2 )  画 面 の プ リ ン ト ア ウ ト  

 ( 3 )  3 項 の ( 5 )に 挙 げ た も の を 除 く 映 像 資 料 ， 録 音 資 料 の 視  

  聴  

 ( 4 )  画 像 や ソ フ ト ウ ェ ア 等 の ダ ウ ン ロ ー ド  

 ( 5 )  外 部 記 憶 メ デ ィ ア の 接 続  

 ( 6 )  カ メ ラ に よ る 画 面 の 複 写  

 ( 7 )  有 料 サ イ ト や 公 序 良 俗 に 反 す る と 判 断 さ れ る ホ ー ム ペ  

  ー ジ へ の 接 続  

 ( 8 )  図 書 館 の パ ソ コ ン へ の デ ー タ 保 存 ， 設 定 の 変 更 等 ハ ー  

  ド デ ィ ス ク へ の 書 き 込 み 行 為  

１ ０  利 用 者 の 責 任  

  利 用 者 が 不 正 な 操 作 等 に よ り ， 機 器 や デ ー タ 等 に 損 害 を  

 与 え た 場 合 に は ， 利 用 者 は そ の 責 任 を 負 う も の と す る 。  

１ １  利 用 の 中 止  

  図 書 館 長 は ， 利 用 者 が こ の 規 約 の 違 反 し た 場 合 に は ， 利  

 用 を 中 止 さ せ る こ と が で き る 。  

１ ２  そ の 他  

  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か ， パ ソ コ ン の 利 用 に つ い て   



 必 要 な 事 項 は ， 図 書 館 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 規 約 は ， 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


